
○安来市要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付要綱 

令和３年６月１日 

告示第１１６号の２ 

　改正　令和４年１月２４日告示第８号 

令和５年３月３１日告示第５５号の６ 

令和６年３月２２日告示第５４号 

令和７年３月１９日告示第４５号 

令和７年４月１日告示第９２号 

令和８年３月１７日告示第４７号 

（目的） 

第１条　市は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。

以下「耐震改修促進法」という。）第７条第２号又は第３号の規定により、耐震

診断結果の報告が義務付けられた民間の通行障害既存耐震不適格建築物であるも

のについて、当該建築物の耐震診断等に要する費用を補助することにより、建築

物の耐震化を促進することを目的として住宅・建築物防災力緊急促進事業制度要

綱（令和７年３月３１日付け国住街第１４４号、国住市第９８号、国住木第１１０

号）に基づき、安来市要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金（以下「補

助金」という。）を交付するものとし、その交付等については、安来市補助金等

交付規則（平成１６年安来市規則第５３号）に定めるもののほか、この告示の定

めるところによる。 

（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１）　耐震診断　建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な

方針（平成１８年国土交通省告示第１８４号）の別添第１「建築物の耐震診断

の指針」に示す方法により建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平

成７年建設省令第２８号）第５条第１項各号に規定するいずれかの者が行う地

震に対する建築物の安全性の評価をいう。 



（２）　耐震補強設計　耐震診断の結果に基づき、地震に対して安全な構造とな

るよう行う建築物の耐震改修工事の設計又は建て替えに伴う新築工事の設計を

いう。 

（３）　耐震改修等　耐震改修、建て替え又は除却をいう。 

（４）　第三者判定機関　島根県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

（平成２６年島根県規則第４２号）第３条第１号に規定する第三者判定機関を

いう。 

（５）　緊急輸送道路　島根県建築物耐震改修促進計画又は安来市建築物耐震改

修促進計画において、耐震改修促進法第５条第３項第２号又は第６条第３項第

１号に規定する道路として指定した道路をいう。 

（６）　通行障害既存耐震不適格建築物　耐震改修促進法第５条第３項第２号又

は第６条第３項第１号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物をいう。 

（７）　要安全確認計画記載建築物　耐震改修促進法第７条各号に規定する要安

全確認計画記載建築物をいう。 

（８）　建築確認　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条第１項の規

定に基づく確認をいう。 

（９）　Is　構造耐震指標をいう。 

（補助対象者） 

第３条　補助金交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）　次条に規定する要安全確認計画記載建築物の所有者（共有名義の建築物

にあっては、共有者全員の合意により選出された者）又はその相続人 

（２）　市税の滞納がない者 

（補助対象事業） 

第４条　補助金交付の対象となる事業は、耐震診断事業、耐震補強設計事業及び耐

震改修等事業とする。 

２　補助対象事業は、別表第１に掲げる要件を満たさなければならない。 

（補助対象事業費、補助金の額及び補助対象限度額） 

第５条　補助対象事業費、補助金の額及び補助対象限度額は、別表第２のとおりと

し、予算の範囲内で交付する。 



（補助金交付の申請） 

第６条　補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業着

手の前に要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金交付申請書（様式第１

号）に別表第３に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

（補助金交付の決定） 

第７条　市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請

に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補

助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を行い、要安全確認計画記載建

築物耐震化促進事業補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知す

るものとする。 

（申請の取下げ） 

第８条　補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金

の交付の申請を取り下げようとする場合においては、その交付決定の通知を受け

た日から起算して１５日以内に要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金

交付申請取下願（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

（補助事業内容の変更） 

第９条　補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合においては、速やかに要安

全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金変更承認申請書（様式第４号）を市

長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更（補助金の額の

算定に関わる変更以外のものをいう。）については、この限りでない。 

２　市長は、前項の規定による補助金変更承認申請があったときは、当該申請に係

る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の

変更の決定を行い、要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金変更交付決

定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の中止） 

第１０条　補助事業者は、補助事業を中止する場合においては、あらかじめ要安全

確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金中止承認申請書（様式第６号）を市長

に提出し、承認を受けなければならない。 



２　市長は、前項の規定による補助事業中止承認申請があったときは、当該申請に

係る書類等の内容を審査し、適当であると認めたときは、速やかに事業の中止の

承認を行い、要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業補助金中止承認通知書（様

式第７号）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助事業の遂行等） 

第１１条　補助事業者は、この告示の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこ

れに付された条件その他法令等に基づく市長の指示に従い、善良な管理者の注意

をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用途に使用してはならな

い。 

（完了実績報告） 

第１２条　補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに要安全確認計画記

載建築物耐震化促進事業実績報告書（様式第８号）に別表第４に掲げる書類を添

えて市長に提出しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１３条　市長は、前条の規定による報告を受けたときは、書類の内容を審査し、

その報告に係る事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合してい

ると認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、要安全確認計画記載建築物耐

震化促進事業補助金額確定通知書（様式第９号）により、補助事業者に通知する

ものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条　補助事業者は、前条の通知を受けたときは、要安全確認計画記載建築物

耐震化促進事業補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２　市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するもの

とする。 

３　前２項の規定にかかわらず、補助事業者と補助対象事業に関する契約を締結し

た者が補助事業者の委任を受け、補助金交付の請求及び受領を行う代理受領の取

扱いについては、安来市建築物等関連事業に係る補助金代理受領制度要綱（令和

６年安来市告示第３号）の定めるところによる。 



（書類の保管） 

第１５条　補助事業者は、補助金の交付を受けた補助事業の実施状況等を明らかに

した書類その他必要となる図書を整備し、補助事業を完了し、又は廃止した年度

の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

（補助対象費用の例外） 

第１６条　申請者が当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（交付対象経費

に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規

定により、仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税率を乗じて得た金額

の合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を控除する者である場

合は、補助事業に係る消費税等相当額は、補助対象費用に含めることができない。 

２　補助対象費用に消費税等相当額を含めている場合において、この告示に基づく

補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等の有無につ

いて、建築物耐震化促進事業に係る消費税等仕入控除税額等報告書（様式第１１

号）により、第１３条の規定による通知を受けた年度の翌年度の６月３０日まで

に報告しなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１７条　市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）　偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。 

（２）　補助金の交付決定の内容、これに付した条件、法令又はこの告示に違反

したとき。 

（３）　前条の報告において補助金返還額が生じたとき。 

２　市長は、前項の規定による交付決定の取消し等を行ったときは、要安全確認計

画記載建築物耐震化促進事業補助金取消通知書（様式第１２号）により補助事業

者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１８条　市長は、前条の規定により交付決定の取消し等を行った場合において、

既に補助金が交付されているときは、要安全確認計画記載建築物耐震化促進事業



補助金返還命令書（様式第１３号）により、当該交付した補助金の全部又は一部

の返還を命じることができる。 

２　前項の規定により補助金の返還の命令を受けた者は、当該補助金を市長が定め

る期限までに返還しなければならない。 

（その他） 

第１９条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則 

１　この告示は、令和３年６月１日から施行する。 

２　この告示は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１５条、

第１７条及び第１８条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。 

附　則（令和４年１月２４日告示第８号） 

（施行期日） 

１　この告示は、令和４年１月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２　この告示による改正後の様式については、令和４年３月３１日までの間は、従

前の様式によることができる。 

附　則（令和５年３月３１日告示第５５号の６） 

この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年３月２２日告示第５４号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

附　則（令和７年３月１９日告示第４５号） 

この告示は、令和７年３月１９日から施行する。 

附　則（令和７年４月１日告示第９２号） 

この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

附　則（令和８年３月１７日告示第４７号） 

この告示は、令和８年３月３１日から施行する。 

別表第１（第４条関係） 

 
事業区分 補助対象事業

 
1　共通 1　対象となる要安全確認計画記載建築物が、緊急輸送道路に接する



別表第２（第５条関係） 

 
敷地に建築された通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築

物であるものに限る。)であること。 

2　交付申請書の提出日の属する年度の2月末日までに第12条の実績

報告をする見込みであること。

 
2　耐震診断事

業

1　対象となる建築物について、耐震診断が未実施であること。 

2　耐震診断の結果が適切であることを第三者判定機関が判定する

ものであること。

 
3　耐震補強設

計事業

1　耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであるこ

と。 

2　対象となる建築物について、過去にこの告示に基づく補助金の交

付を受けて耐震補強設計を実施していないこと。 

3　耐震補強計画が地震に対して安全な構造であることを第三者判

定機関が判定するものであること。 

4　建て替え後の住宅及び建築物は、原則として建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項

第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基

準」という。)に適合する計画とすること。

 
4　耐震改修等

事業

1　耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであるこ

と。 

2　建築基準法に基づく耐震改修に係る命令を受けていないもので

あること。 

3　耐震補強計画が地震に対して安全な構造であることを第三者判

定機関が判定したものであること。 

4　耐震改修又は建て替えについて、地震に対して安全な構造となる

こと(除却する場合を除く。)。 

5　建て替え後の住宅及び建築物は、原則として省エネ基準に適合す

ること。

 
補助対象事業 補助金の額 補助対象限度額



 
費 (千円未満の端

数は切り捨て

る。)

 
1　耐震診断に

要する費用

補助対象事業

費の合計額

1　床面積1,000m２以内の部分は4,580円/m２にその部

分の面積を乗じた額 

2　床面積1,000m２を超えて2,000m２以内の部分は

2,350円/m２にその部分の面積を乗じた額 

3　床面積2,000m２を超える部分は1,570円/m２にその

部分の面積を乗じた額 

4　設計図書の復元及び第三者判定機関の判定等の通

常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場

合は、前3号の規定により求めた額に235万円を限度

として加算することができる。

 
2　耐震補強設

計に要する

費用

補助対象事業

費の合計額に6

分の5を乗じて

得た額

1　床面積1,000m２以内の部分は4,580円/m２にその部

分の面積を乗じた額 

2　床面積1,000m２を超えて2,000m２以内の部分は

2,350円/m２にその部分の面積を乗じた額 

3　床面積2,000m２を超える部分は1,570円/m２にその

部分の面積を乗じた額 

4　第三者判定機関の判定等の通常の耐震補強設計に

要する費用以外の費用を要する場合は、前3号の規

定により求めた額に235万円を限度として加算する

ことができる。

 
3　耐震改修等

に要する費

用

補助対象事業

費の合計額に

15分の11を乗

じて得た額

1　住宅(マンションを除く)の耐震改修工事費は、3

万9,900円/m２にその部分の面積を乗じた額 

2　マンションの耐震改修工事費は、5万1,700円/m２

(Isの値が0.3未満相当である場合は、5万6,900円/ 

m２)にその部分の面積を乗じた額 

3　建築物の耐震改修工事費は、5万7,000円/m２(Isの



別表第３（第６条関係） 

 
値が0.3未満相当である場合は、6万2,700円/m２)に

その部分の面積を乗じた額 

4　建て替え又は除却を行う場合は、耐震改修工事費

相当額

 
事業区分 添付書類

 
1　共通 1　現況写真(補助対象建築物、周囲の状況がわかるもの) 

2　附近見取図 

3　現況配置図及び現況平面図(補助対象建築物について、建築確認

年月日、面積及び補助対象部分を明示すること。) 

4　建築物の高さと緊急輸送道路からの距離の関係及び道路幅員が

確認できる図面(現況立面図、現況断面図等) 

5　補助対象部分が昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたことを

証する書類 

6　昭和56年6月1日以降の増改築の状況を証する書類 

7　当該建築物の所有者又はその相続人であることを証する書面(登

記事項証明書等及び相続人にあっては所有者との関係が分かる戸

籍等) 

8　当該建築物の所有権を有する者全員の同意を得たことを証する

書面(申請者が区分所有者の代表者である場合は、代表者であるこ

とが確認できる書類及び耐震診断の実施に係る総会の議決書並び

に管理規約の写し等) 

9　事業費の根拠となる書類(見積書、積算書等) 

10　市税の滞納がない旨を証明する書類 

11　その他市長が特に必要と認める書類等

 
2　耐震診断事

業

1　島根県要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業交付要領(平

成29年島根県施行)に基づく「改正耐震改修促進法における耐震診

断義務付け対象建築物であることの確認書」

 
3　耐震補強設1　耐震診断結果表(現状のIs値等が確認できるもの)の写し 



別表第４（第１２条関係） 

 
計事業 2　第三者判定機関の耐震診断結果の判定等の写し 

3　島根県要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業交付要領に

基づく「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築

物であることの確認書」の写し

 
4　耐震改修等

事業

1　耐震診断結果表(現状及び耐震改修後のIs値等が確認できるも

の)の写し 

2　第三者判定機関の耐震診断結果の判定等の写し 

3　第三者判定機関の耐震補強計画の判定等の写し又は建築基準法

第6条第1項の規定に基づく確認済証の写し(除却する場合を除

く。) 

4　島根県要安全確認計画記載建築物耐震診断補助事業交付要領に

基づく「改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築

物であることの確認書」の写し 

5　設計図書 

6　建て替えの場合は、省エネ基準に適合していることが分かる図

面・計算書

 
事業区分 添付書類

 
1　共通 1　契約書の写し 

2　領収書の写し 

3　その他市長が特に必要と認める書類等

 
2　耐震診断事

業

1　関係図面(配置図、平面図、立面図、断面図等) 

2　耐震診断結果報告書の写し 

3　第三者判定機関の耐震診断結果の判定等の写し

 
3　耐震補強設

計事業

1　設計図書 

2　耐震補強計画結果報告書の写し 

3　第三者判定機関の耐震補強計画の判定等の写し 

4　対象事業が建築基準法第6条又は第6条の2の規定による確認を受

けた場合は確認済証の写し 



 
5　建て替えの場合は、省エネ基準に適合していることが分かる図

面・計算書

 
4　耐震改修等

事業

1　竣工図書 

2　工事写真(着工前、工事中) 

3　完成写真 

4　対象事業が建築基準法第7条又は第7条の2の規定による完了検査

を受けた場合は検査済証の写し 

5　建築物除却届の写し 

6　工事監理報告書(建て替えの場合は、省エネ基準の適合確認をし

たものを含む。) 

7　マニフェスト


